










● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　国民健康保険係　　☎０８８－６９４－６８１０

❶　光食品（株）
　　健診わくわくキャンペーン向け詰め
　　合わせセット　
　　有機キーマカレー 140ｇ×4袋
　　有機ミートソース 140ｇ×4袋

❷　日本酪農協同（株）
　　毎日牛乳125㎖×24個

❸　（一社）ジャパンブルー上板
　　藍染巾着１つ

❹　（一社）ジャパンブルー上板
　　WAZACAFFEお食事無料券

❺　アサンスポーツクラブ
　　温水プール無料券（10回分）

❻　上板ふれあいクラブ
　　上板ふれあいクラブ年会費無料券

❶ ❷

❺ ❻

❸ ❹

対象商品

上板町国民健康保険加入者の方に朗報！！
健診受けて得しちゃぉ♪ 健診わくわくキャンペーン

・キャンペーン①　申請後、約３ヶ月（商品の準備が整い次第、各企業より発送します）
　　　　　　　　　❺、❻については申請時に、健康推進課窓口で直接お渡しします
・キャンペーン②　申請時に、健康推進課窓口で直接お渡しします

発送について

　令和７年１月31日までに、国民健康保険の特定健康診査、人間ドック、
脳ドックを受診された方で、以下のどちらかに当てはまる方。
・キャンペーン①　直近２年間受診歴がない方
・キャンペーン②　上記以外の方で令和６年度に特定健診を受診された方

対　象　者

令和６年度特定健康診査を受診された方に対して、以下のキャンペーンを行います。

① 初めて特定健康診査を受診すると、 以下の対象商品を１つプレゼント！！　
　 ※初めての健診とは直近２年間で特定健康診査の受診歴がない方に限ります。
　 健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要（ご希望の商品を選択出来ます）
　 申込期間：令和７年３月17日
② 令和６年度に特定健診を受診された方は、指定ゴミ袋（大）を１袋（10枚入）プレゼント！！
　 ※キャンペーン①の方は対象外です。
　健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要
　申込期間：令和７年３月17日

キャンペーン内容

健診結果についてご相談がある方は、お気軽にお申し出ください。

献血バスがまいります！献血バスがまいります！
わずか40分で助かる命があります。献血が貴い命を救います。
ご協力お願いいたします。

場所　上板町農村改善センター１Ｆ
　　【受付：農事研修室】
時間　9：00～12：00、13：15～14：30

400㎖献血をお願いしております。
男女ともに50㎏以上の方が対象になります。

主催　上板町
協賛　上板ライオンズクラブ

● お問い合わせ ●
徳島県赤十字血液センター
☎０８８－６３１－３２００

献血にご協力をいただいた方には、血液型のほかに15項目の血液検査
（肝機能・コレステロール・糖尿病関連等）の結果がお送りできます！ 

★★ ご自身の健康管理にぜひ献血を役立ててください ★★

令和６年

●検診医の判断により、ご遠慮していただくことがあります。

年齢：男性 17～＊69歳 ・ 女性 18～＊69歳

体重：男・女ともに50kg以上の方が献血可能です。

＊65歳以上の方については、献血される方の健康を考え、
　60～64歳までの間に献血経験がある方に限ります。）

12月10日（火）

お知らせ
高血圧・高脂血症・アレルギーなどのお薬を当日服用し
ていても、献血をお願いいただけるものが増えました。
※なお、詳細につきましては、血液センターに確認のご
連絡をいただきますようお願い申し上げます。

上板町国民健康保険加入者で40歳～74歳の方へ

医療機関で受診される方は医療機関へ直接ご予約下さい。

令和６年度特定健康診査の
受診券の有効期限は

受診券の再発行などお問い合わせは
健康推進課

☎０８８－６９４－６８１０

※ただし昭和24年10月１日～昭和25年１月31日生まれの方は、
　有効期限が75歳の誕生日の前日となっております

10,000円相当の健診が

受診券が必要になります
再発行可能です

所要時間は

※当日の混雑状況によって
　前後する場合があります

集団検診で受ける場合
あなたの受診日は

上板町保健相談センター
8：30～11：00受付

集団検診のお申し込みは
上板町保健相談センター

☎０８８－６９４－３３４４

1,000円で
受診できます 12月５日（木）約１時間です

令和７年１月31日です！

● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　国民健康保険係　　☎０８８－６９４－６８１０
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　国民健康保険係　　☎０８８－６９４－６８１０

❶　光食品（株）
　　健診わくわくキャンペーン向け詰め
　　合わせセット　
　　有機キーマカレー 140ｇ×4袋
　　有機ミートソース 140ｇ×4袋

❷　日本酪農協同（株）
　　毎日牛乳125㎖×24個

❸　（一社）ジャパンブルー上板
　　藍染巾着１つ

❹　（一社）ジャパンブルー上板
　　WAZACAFFEお食事無料券

❺　アサンスポーツクラブ
　　温水プール無料券（10回分）

❻　上板ふれあいクラブ
　　上板ふれあいクラブ年会費無料券

❶ ❷

❺ ❻

❸ ❹

対象商品

上板町国民健康保険加入者の方に朗報！！
健診受けて得しちゃぉ♪ 健診わくわくキャンペーン

・キャンペーン①　申請後、約３ヶ月（商品の準備が整い次第、各企業より発送します）
　　　　　　　　　❺、❻については申請時に、健康推進課窓口で直接お渡しします
・キャンペーン②　申請時に、健康推進課窓口で直接お渡しします

発送について

　令和７年１月31日までに、国民健康保険の特定健康診査、人間ドック、
脳ドックを受診された方で、以下のどちらかに当てはまる方。
・キャンペーン①　直近２年間受診歴がない方
・キャンペーン②　上記以外の方で令和６年度に特定健診を受診された方

対　象　者

令和６年度特定健康診査を受診された方に対して、以下のキャンペーンを行います。

① 初めて特定健康診査を受診すると、 以下の対象商品を１つプレゼント！！　
　 ※初めての健診とは直近２年間で特定健康診査の受診歴がない方に限ります。
　 健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要（ご希望の商品を選択出来ます）
　 申込期間：令和７年３月17日
② 令和６年度に特定健診を受診された方は、指定ゴミ袋（大）を１袋（10枚入）プレゼント！！
　 ※キャンペーン①の方は対象外です。
　健康推進課窓口に特定健康診査受診結果を持参の上、申請が必要
　申込期間：令和７年３月17日

キャンペーン内容

健診結果についてご相談がある方は、お気軽にお申し出ください。
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項目 対象者 検診内容 自己負担金 定員

大 腸 が ん 検 診 40歳以上 便潜血検査２日法 500円

頸部超音波検査 20歳以上 超音波検査で頸部（頸動脈、甲状腺）をみます。 3,300円 24名

実施日 受付時間
（時間予約制）

検診項目
申込み期間

大腸 頸部

１月21日（火） 9：00～10：30 ● ● 12/10（火）より
受付開始

《受付場所》上板町保健相談センター　１階
《申 込 み》保健相談センター・保健師まで（☎088−694−3344）にてお申し込み下さい。
　　　　　　＊申し込まれた方には問診票、大腸容器等を送付します。

検診日程

１　各種集団検診について

●印が受診できる検診です。

検診名 対象者 自己負担金 検診期間

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（２年に１回） 1,200円
令和７年３月31日まで
（医院の診療時間内）乳 が ん 検 診 40歳以上の女性（２年に１回） 1,500円

胃 内 視 鏡 検 診 50歳以上の方（２年に１回） 4,100円

《検診場所》県内広域医療機関
《申 込 み》保健相談センター・保健師まで（☎088−694−3344）にてお問い合わせください。
　　　　　　＊申し込まれた方には問診票を送付いたします。

※胃内視鏡検診について
　この胃がん検診で実施する内視鏡検査では、鎮静剤を使用できません。また、同一年度に胃部エックス線検査と併
用はできません。

２　個別検診について

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

３　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防について
　例年、12月頃からインフルエンザの流行シーズンを迎えます。また、イ
ンフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に流行する可能性があり
ます。
　インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種は、発症
を完全に防ぐことはできませんが、発症しても重症化するのを防ぐ効果が
あります。予防接種を受けてから抗体ができるまでに２週間程度かかりま
す。
　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症予防のためには、予防接種
以外にも次のことを心がけてください。

⃝手洗いを日常的に行いましょう。
⃝人混みはできるだけ避け、人混み
に出るときはマスクをしましょう。
⃝十分に栄養と休養をとり、体力や
抵抗力を高め、体調管理を行いま
しょう。
⃝室内では加湿器などを使用し、乾
燥を防ぎましょう。

保健師からのお知らせです
INFORMATION

2024（令和 6）年12月 1 日　●　8



● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

４　ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう
　ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、１年を通して発生していますが、
特に冬季に多く、例年11月ごろから増加し、12月をピークとして、３月まで多
く発生しています。

■感染経路
①食品からの感染（食中毒）
・ウイルスの蓄積した、加熱不十
分な二枚貝など
・感染した人が調理をして汚染さ
れた食品

②ヒトからの感染（感染症）
・感染している人のふん便やおう
吐物からの感染
・家庭や施設内等で飛まつ等によ
る感染

■潜伏期間と症状
〈 潜伏期間

（感染から発症までの期間）〉
　24～ 48時間

〈 主な症状 〉
・吐き気、おう吐、下痢、腹痛、
微熱が1～ 2日続く。感染して
も発症しない場合や軽い風邪の
ような症状の場合もある。
・子どもやお年寄りなどは、おう
吐物を吸い込むことによる肺炎
や窒息にも要注意。

■予防方法
①食品からの感染予防
・カキ等の二枚貝は、中心部まで
しっかり火を通して（中心温度
が85℃～ 90℃で90秒以上の
加熱）食べる。
・二枚貝の調理に使った食器類の
洗浄消毒を徹底する。
・手洗いを徹底する。

②人からの感染予防
・感染者のおう吐物やふん便は正
しく処理を行い、感染の広がり
を防ぐ。マスクや手袋等を着用
し、処理後は手を洗う。
・ノロウイルスには塩素消毒が有
効。

■正しい手洗いの手順

冬は特に
ご注意！
冬は特に
ご注意！
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● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８－６９４－３３４４

講　　師　「徳島健康寿命マスター」有資格者

持 参 物　運動の出来る服装、運動靴、飲料水、汗拭きタオル

参加者募集
しています!!
参加者募集
しています!!
参加者募集
しています!!

「貯筋」のための運動習慣をつけて、健康寿命を延ばす。
 ● ストレッチ体操、筋トレ、脳トレ等　　 ● インボディー測定

内容

開催時間　午後１時30分～３時（受付１時15分～）

場　　所　上板町保健相談センター２階　多目的ホール

対 象 者　上板町在住の40歳～ 74歳までの女性

募集人数　20名（定員になり次第締め切ります。）
　　　　　＊医師からの運動制限がなく、歩行や立ち座り、運動に支障のない方。

申込み先　上板町役場　健康推進課　保健相談センター
　　　　　☎０８８－６９４－３３４４（電話申込み可）

開 催 日 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回
11/25（月）

※開催済 12/9（月） 12/23（月） 1/20（月） 1/27（月） 2/10（月）

この機会に一緒に「貯筋」をしましょう。

「貯筋」のための
運動教室を開催
いたします。

「貯筋」のための
運動教室を開催
いたします。
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12月　保健行事予定表

担当時間以外
の深夜の救急

き た じ ま 田 岡 病 院　698−1234　全日対応ですが、要確認
稲　　次　　病　　院　692−5757　水曜日、土曜日は受診前に要確認
とくしま医療センター東病院　672−1171　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

市外局番は
（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医 ■ 担当時間 ■

平日18：00～22：00
休日　9：00～22：00〈12/1～1/10 まで〉

令和6年12・令和7年1月分

こども
用

とくしまの小児救急医療体制 各医療機関
所在地

※受診される場合は、事前に確認し健康保険証・医療費助成の
受給者証をお持ちのうえご利用ください。

本ページの医療体制は変更されることがあります。
最新の情報は左記ＱＲコードからご確認ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/
2012081600367/

12
月

1 ㈰ 井 上 病 院 672−1185
2 ㈪ ルナウイメンズクリニック 697−2322
3 ㈫ く ぼ 小 児 科 ク リ ニ ッ ク 678−7141
4 ㈬ 香 川 内 科 692−9770
5 ㈭ き た じ ま 皮 フ 科 678−7010
6 ㈮ 森 本 医 院 641−4141
7 ㈯ 矢 野 医 院 692−4411
8 ㈰ 三 愛 内 科 672−0176
9 ㈪ 中 川 整 形 外 科 641−2288

10 ㈫ 稲 次 病 院 692−5757
11 ㈬ 浜 病 院 692−2317
12 ㈭ 清 水 内 科 692−8900
13 ㈮ あ い ず み 皮 ふ 科 692−9211
14 ㈯ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692−8711
15 ㈰ 藍住たまき青空クリニック 678−7727
16 ㈪ 奥 村 医 院 692−2403
17 ㈫ 山 田 眼 科 藍 住 692−8118
18 ㈬ 矢 野 医 院 692−4411
19 ㈭ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692−8711
20 ㈮ 富 本 小 児 科 内 科 692−7228
21 ㈯ 北 島 こ ど も ク リ ニ ッ ク 697−2221

12
月

22 ㈰ 近 藤 内 科 医 院 672−5630
23 ㈪ 安 芸 内 科 692−6111
24 ㈫ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
25 ㈬ き は ら 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 693−0087
26 ㈭ こやま小児科内科クリニック 637−3211
27 ㈮ 大 久 保 内 科 692−1220
28 ㈯ 中 山 産 婦 人 科・ 小 児 科 692−0333
29 ㈰ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
30 ㈪ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
31 ㈫ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234

１
月

1 ㈬ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
2 ㈭ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
3 ㈮ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
4 ㈯ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
5 ㈰ ファミリークリニックしんの 672−5148
6 ㈪ 杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク 693−1021
7 ㈫ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
8 ㈬ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
9 ㈭ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110

10 ㈮ こうのＩＮＲクリニック 693−1103

Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当

12/3 13：30～
15：00

保健相談
センター

個別健康相談・
健康教育

保健師・管理栄養
士・理学療法士

1/7 13：30～
15：00

保健相談
センター 個別健康相談 保健師・管理栄養

士

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

12/4
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、身体測定、
診察、育児相談、
栄養相談

令和6年1月2月、
令和6年7月8月生

１．乳児健康診査
Ⅲ　乳幼児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

12/12
※個別通知
　にて案内
　します。

保健相談
センター

問診、内科・歯
科診察、身体測
定、聴力検査、
発達・育児・歯
科・栄養相談

令和5年3月1日～
令和5年5月31日生

２．１歳６か月児健康診査Ⅱ　がん検診（40歳以上の方）

○がん検診・特定健康診査は事前に申し込みが必要です。
　電話での申し込みもできます。
○申込先・問い合わせ先　健康推進課（保健相談センター）
　☎０８８−６９４－３３４４

月日 受付時間 受付場所 内　容 料　金

12/5
8：30～
11：30

（時間予約制）
保健相談
センター

胃がん検診、
肺がん検診、
喀痰検査、
大腸がん検診、
特定健康診査、
乳がん検診
（マンモグラフィ撮影）

胃がん� 1,000円
肺がん� 0円
喀痰検査� 500円
大腸がん� 500円
特定健康診査�1,000円
乳がん� 1,500円

● お問い合わせ ●
上板町保健相談センター　☎０８８−６９４−３３４４
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　お子さんが病気中や病気の回復期にあって、かつ保護者が就労
しているなどの理由で家庭で保育ができないときに、お子さんを
一時的に預かる事業です。

お住まいの市町村に関係なく、次のどの実施施設でも利用することができます。

かぜ、消化不良症（多症候性下痢）などの子どもが日常かかる疾患や、はしか、水ぼうそう、風しんなどの感染性疾患、
喘息などの慢性疾患及び骨折などの外傷性疾患など。
※当面の症状の急変は認められないが、「病気の回復期に至っていない」または「回復期であっても集団保育は困難である」と認められるもの。
※徳島赤十字ひのみね医療療育センター附属乳児院は医療機関ではないため、はしか、百日ぜき、インフルエンザなどの強い感染性疾患のお子さまはお預かりできません。

■利用期間
集団保育が困難で、かつ保護者の勤務の都合、傷病、
事故、出産、冠婚葬祭などの理由でやむを得ず家庭
で保育ができない期間。

※生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は無料、市町村民税が均等割のみ
課税の世帯は900円となります。
※利用料は、父母及び同一世帯者の課税により算出します（4～8月は前年度、
9～3月は現年度で利用料を決定）。課税状況が確認できない場合は、一旦
1,800円をお支払いいただき、課税証明書の提出をもって払い戻しいたします。
※当該事業利用料以外の診察料などがかかります。

■利用料金 １人当たりの日額　1 ,800円

■準 備 物
①昼食…実施施設でも用意できますが、金額など実施施設

によって異なります。事前にご確認ください。
②着替え一式、バスタオルなど
③薬……かかりつけの医療機関等で出されているものがあ

れば持参してください。
●利用前の医療機関での診察（右記の利用手順2）の時には、
利用申請書、保険証、印鑑 などが必要となります。
●利用申請書は、市町村担当課窓口、実施施設、保育所、幼稚園、
認定こども園等に備えています。また、各市町村ホームペー
ジからも印刷できます。

病児保育事業のご案内
徳島市、小松島市、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、上勝町の乳児・幼
児又は小学校に就学している児童。※徳島赤十字ひのみね医療療育センター附属乳児院については、乳児・幼児のみ利用可能です。

実施施設

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

①利用に際しては、実施施設からの指示を必ずお守りください。
②保育中に病状に変化があった場合、サービスを中止し、お迎えをお願いす
ることがあります。

③土曜日に利用する場合は、できるだけ金曜日のうちに実施施設へ予約して
ください。

④利用をキャンセルする場合は、お早めに実施施設まで連絡してください。

前日または当日、電話などで利用を希望する実施
施設へ直接お問い合わせください。

当日、実施施設へ利用申請書を提出し、サービ
スを受けてください。

当日、サービス終了後、お子さんを迎えにきた
時にお支払いください。

前日または当日、かかりつけ医等で受診し、利用
申請書の医師記入欄に「保育可能確認」を記入し
てもらってください。

空き状況の確認・予約1

利用前診察2

サービスの利用3

利用料金の支払い4

■利用手順

■利用上の注意

利用対象者

対象となる
病気

12月のこども食堂開催のお知らせ12月のこども食堂開催のお知らせ
　12月８日（日）10時～14時に上板なかよしこども食堂を開催します。
　今回の開催場所は、技の館です。（住所:板野郡上板町泉谷字東原32－４）
　また、今回は旧由岐町より漁師の方を招いて魚のさばき方教室を開催し、自由に見
学して戴く予定です。
　こども食堂は、地域のこどもから高齢者までだれもが仲良く楽しく
集い、安心して暮らせる町づくりを目的として活動しています。
　参加をご希望の方は、下記の技の館まで電話で事前申し込みをお願い致します。

事前登録型本人通知制度のお知らせ事前登録型本人通知制度のお知らせ
　この制度は住民票の写しや戸籍謄抄本を第三者(本人の代理人を含む)に交付した場合に、交付されたことを郵便で
お知らせする制度で、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
　事前に登録された方が対象です。また、証明書の交付を停止する制度ではありません。
※詳細・様式については上板町ＨＰにおいて掲載していますので、そちらをご確認ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　住民人権課　　☎０８８－６９４－６８０９

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、
これまでどおりの医療を、あなたに。
まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、
これまでどおりの医療を、あなたに。

マイナ保険証をお持ちでない方 申請不要で資格確認書をお届けします。

マイナ保険証での受診が困難な方
（ご高齢の方・障害をお持ちの方など） 申請いただくことで資格確認書をお届けします。

新たに後期高齢者になった方 申請不要で資格確認書をお届けします。※来年７月末まで

　今年の12 月２日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証
を基本とする仕組みに移行します。
　切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を
受けられます。ご安心ください。
　また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大１年間、利用できます。
　有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

政府広報　マイナ保険証

・さらに詳しい情報は
　こちらから検索

・資格確認書について
　ご自身が現在加入している健康保険
　証を発行している保険者
・その他マイナンバーカードについて
　上板町役場　住民人権課
　☎０８８－６９４－６８０９

※診療履歴に基づいたより良
い医療が受けられるなど、
便利で安全なマイナ保険証
への切り替えをご検討くだ
さい。

※まだお持ちでない方は、ま
ずはマイナンバーカードの
取得が必要です。カードの
取得申請・健康保険証の利
用申し込みは、役場でお手
伝い可能です。

※マイナンバーカードを申請
して１ヶ月以上経っている
方は、マイナンバーカード
を役場で保管していますの
で、受け取りをお願いしま
す。

● お問い合わせ ●

児童手当（12月期）の支給について児童手当（12月期）の支給について
　児童手当12月期（令和６年10月、11月分）の支給日は、令和６年12月12日です。
　※振込通知書の送付はありません。支給日以降に、通帳の記帳によりご確認ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

こども　無料
大人　300円

● こども食堂申込電話 ●　　☎０８８－６３７－６５５５
施　設　名 所在地・電話番号 受入定員 利用できる日時

徳 島 市

ふじおか小児
クリニック

徳島市昭和町8丁目70-3
☎088−622−0012

それぞれ
６人

月〜金曜日 　8：30〜18：00
土曜日 　8：30〜17：00

※日曜日、祝日及び8月12日〜8月15日
　12月29日〜1月3日は除きます。

田山チャイルド
クリニック

徳島市北矢三町3丁目3-41
☎088−633−2055

愛育小児科 徳島市国府町桜間字登々路8-1
☎088−635−2299

末広ひなた
クリニック

徳島市末広2丁目1-111
☎088−624−8660

ひなた
クリニック

徳島市応神町古川字戎子野81番4
☎088−678−5461 ３人

小松島市
徳島赤十字ひのみね
医療療育センター
附属乳児院

小松島市中田町字新開2-2
☎0885−32−0555 ３人

月〜金曜日 　8：30〜18：30
土曜日 　8：30〜16：30

※日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日は除きます。

石 井 町 伊勢内科小児科 名西郡石井町石井字石井726-7
☎080−6391−9523 ６人 　8：30〜18：00

※日曜日、祝日及び年末年始は除きます。

北 島 町 北島こども
クリニック

板野郡北島町中村字東堤ノ内19-1
☎088−697−2281�（8：00〜9：00）
☎088−697−2221�（9：00〜）

６人
月〜金曜日 　8：30〜18：00
土曜日 　8：30〜17：00

※日曜日、祝日、休診日及び12月29日〜1月3日
は除きます。

藍 住 町 富本小児科内科 板野郡藍住町東中富字東傍示11-4
☎088−678−2111 ６人

月〜金曜日 　8：30〜18：00
土曜日 　8：30〜17：00

※日曜日、祝日及び休診日は除きます。

月〜土曜日
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12月のこども食堂開催のお知らせ12月のこども食堂開催のお知らせ
　12月８日（日）10時～14時に上板なかよしこども食堂を開催します。
　今回の開催場所は、技の館です。（住所:板野郡上板町泉谷字東原32－４）
　また、今回は旧由岐町より漁師の方を招いて魚のさばき方教室を開催し、自由に見
学して戴く予定です。
　こども食堂は、地域のこどもから高齢者までだれもが仲良く楽しく
集い、安心して暮らせる町づくりを目的として活動しています。
　参加をご希望の方は、下記の技の館まで電話で事前申し込みをお願い致します。

事前登録型本人通知制度のお知らせ事前登録型本人通知制度のお知らせ
　この制度は住民票の写しや戸籍謄抄本を第三者(本人の代理人を含む)に交付した場合に、交付されたことを郵便で
お知らせする制度で、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
　事前に登録された方が対象です。また、証明書の交付を停止する制度ではありません。
※詳細・様式については上板町ＨＰにおいて掲載していますので、そちらをご確認ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　住民人権課　　☎０８８－６９４－６８０９

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、
これまでどおりの医療を、あなたに。
まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、
これまでどおりの医療を、あなたに。

マイナ保険証をお持ちでない方 申請不要で資格確認書をお届けします。

マイナ保険証での受診が困難な方
（ご高齢の方・障害をお持ちの方など） 申請いただくことで資格確認書をお届けします。

新たに後期高齢者になった方 申請不要で資格確認書をお届けします。※来年７月末まで

　今年の12 月２日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証
を基本とする仕組みに移行します。
　切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を
受けられます。ご安心ください。
　また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大１年間、利用できます。
　有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

政府広報　マイナ保険証

・さらに詳しい情報は
　こちらから検索

・資格確認書について
　ご自身が現在加入している健康保険
　証を発行している保険者
・その他マイナンバーカードについて
　上板町役場　住民人権課
　☎０８８－６９４－６８０９

※診療履歴に基づいたより良
い医療が受けられるなど、
便利で安全なマイナ保険証
への切り替えをご検討くだ
さい。

※まだお持ちでない方は、ま
ずはマイナンバーカードの
取得が必要です。カードの
取得申請・健康保険証の利
用申し込みは、役場でお手
伝い可能です。

※マイナンバーカードを申請
して１ヶ月以上経っている
方は、マイナンバーカード
を役場で保管していますの
で、受け取りをお願いしま
す。

● お問い合わせ ●

児童手当（12月期）の支給について児童手当（12月期）の支給について
　児童手当12月期（令和６年10月、11月分）の支給日は、令和６年12月12日です。
　※振込通知書の送付はありません。支給日以降に、通帳の記帳によりご確認ください。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　民生児童課　　☎０８８－６９４－６８１１

こども　無料
大人　300円

● こども食堂申込電話 ●　　☎０８８－６３７－６５５５
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と
等
の
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。
相
談
の
日
程
は
左
記
の
と
お
り

予
定
し
て
い
ま
す
。

●
開
催
日
時

　
令
和
６
年
12
月
４
日
（
水
）

　
令
和
６
年
12
月
19
日
（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

●
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館

　
（
役
場
２
階
）　
第
１
会
議
室

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
住
民
人
権
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
９

　
「
世
界
人
権
宣
言
」
は
、
基
本
的

人
権
及
び
自
由
を
尊
重
し
確
保
す
る

た
め
に
、
世
界
の
全
て
の
人
々
と
全

て
の
国
々
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の

基
準
と
し
て
、昭
和
23
年（
１
９
４
８

年
）
12
月
10
日
の
第
３
回
国
際
連
合

総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　
国
際
連
合
は
、
世
界
人
権
宣
言
の

採
択
を
記
念
し
て
、
採
択
日
の
12
月

10
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
加

盟
国
に
対
し
、
人
権
擁
護
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
各
種
行
事
を
実
施
す

る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。

　
法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、
関
係
機
関
等
の
協
力
を

得
て
、「
人
権
デ
ー
」
を
最
終
日
と

す
る
１
週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定

め
、
世
界
人
権
宣
言
の
意
義
を
訴
え

る
と
と
も
に
人
権
尊
重
思
想
の
普
及

高
揚
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　
上
板
町
、
徳
島
地
方
法
務
局
及
び

徳
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
に
お

い
て
は
、
人
権
週
間
行
事
の
ひ
と
つ

と
し
て
、「
特
設
人
権
相
談
所
」
を

開
設
し
、Ｄ
Ｖ
、セ
ク
ハ
ラ
、ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
の
女
性
に
関
す
る
人
権
問

題
や
、
児
童
虐
待
、
い
じ
め
、
体
罰

な
ど
子
ど
も
に
関
す
る
人
権
問
題
、

高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す
る
差
別
や

虐
待
な
ど
の
人
権
問
題
、
そ
の
他
家

庭
や
近
隣
関
係
の
く
ら
し
の
悩
み
ご

聞こえのセルフチェック
□会話をしているときに聞き返すことがよくある。
□集会や会議など数人での会話がうまく聞き取れ
ない。
□聞き間違いが多い。
□話し声が大きいと言われる。
□相手の言ったことを推測で判断することがある。
□うしろから呼びかけられると気づかないことが
ある。
□車の接近にまったく気がつかないことがある。
□テレビやラジオの音量が大きいとよく言われる。
□電子レンジの音やドアのチャイムの音が聞こえ
にくい。
　�
　上記について、ひとつでも当てはまる方はお近
くの耳鼻咽喉科を受診ください。

（一社）日本耳鼻咽喉科
頭頸部外科学会　　　　　　　　　　転載

人
権
週
間
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

人
権
相
談

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は
人
権
週
間
で
す
。

　
口
座
振
替
の
方
は
、
12
月
25
日
に

引
き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
残

高
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に
異

動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自
動
的

に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

町
税
及
び
保
険
料
の

納
付
期
限
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

納期は次のとおりになっています。
納付期限内の納付にご協力をお願いいたします。

固定資産税 国民健康保険税 介護保険料 後期高齢者
医療保険

12月 12月25日
（３期）

12月25日
（６期）

12月25日
（５期）

12月25日
（５期）

上板町役場　税務課
☎088−694−6807

上板町役場　健康推進課
☎088－694－6810

お
知
ら
せ

「耳の聞こえづらさ」
ほったらかしにせんといて！
　「難聴」とは、いろいろな原因により、正
常の聞こえの人に比べて「音や言葉が聞き取
りにくい」といった症状のことをいいます。
　近年、多くの研究成果から難聴
が認知症に深く関係していること
が明らかになってきました。認知
症を予防するためにも、「難聴」
について考えてみましょう。
●早期発見が重要！
　聞こえづらさは、加齢以外にも、病気が原因であることも
あり、これらは治療で聞こえがよくなる場合があります。聞
こえづらさについて不安を感じた場合は、耳鼻咽喉科で診察
してもらいましょう。

● お問い合わせ ●
上板町役場　健康推進課　☎０８８−６９４−６８１０
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一
日
行
政
相
談

　
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の
仕
事

に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の
相
談

を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
行
政

機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
開
設
日

　
令
和
６
年
12
月
18
日（
水
）

●
開
設
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

●
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
お
問
い
合
わ
せ

　
上
板
町
役
場　
総
務
課

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
０
１

�　
年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続
き
に

つ
い
て
、
事
前
予
約
を
す
る
と
お
客

様
の
ご
都
合
に
あ
わ
せ
て
、
ス
ム
ー

ズ
に
相
談
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
ご
予
約
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号

の
わ
か
る
も
の
（
年
金
手
帳
や
基
礎

年
金
番
号
通
知
書
、年
金
証
書
な
ど
）

各
種
相
談

を
お
手
元
に
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
予
約
す
る

場
合
（
翌
々
開
所
日
以
降
の
予
約

が
で
き
ま
す
。）

　
◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
の
受
付

時
間

　
　
土
日
祝
日
を
含
め
毎
日

　
　
８
時
～
23
時
30
分

　
　
※
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に

よ
り
停
止
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

●
お
電
話
で
予
約
す
る
場
合
（
翌
開

所
日
以
降
の
予
約
が
で
き
ま
す
。）

　
・
全
国
共
通
予
約
受
付
専
用
電
話

　
　
０
５
７
０（
０
５
）４
８
９
０

　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
・
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
ま
た

は
、
国
際
電
話
か
ら
お
か
け
に

な
る
場
合

　
　
０
３（
６
６
３
１
）７
５
２
１

　
　
（
東
京
）

　
◆
電
話
予
約
の
受
付
時
間

　
　
月
～
金
（
平
日
）

　
　
８
時
30
分
～
７
時
15
分

　
　
（
土
日
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
）

年
金
事
務
所
で
の

年
金
相
談
・

お
手
続
き
の
際
は
、

予
約
相
談
を
！

スマートフォン・携帯電話

パソコン

日本年金機構　予約相談

●
仕
事
が
長
続
き
し
な
い

●
働
き
た
い
け
ど
仕
事
が
見
つ
か
ら

な
い

●
社
会
に
出
る
の
が
怖
い

●
収
入
が
不
安
定
で
、
家
計
の
や
り

く
り
が
難
し
い
　
な
ど

　
生
活
に
不
安
を
抱
え
ひ
と
り
で
悩

ん
で
い
る
方
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
合
わ

せ
て
自
立
に
向
け
た
支
援
プ
ラ
ン
を

立
て
、
他
の
専
門
機
関
と
連
携
し
て

解
決
に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

ご
家
族
や
ま
わ
り
の
方
か
ら
の
ご
相

談
も
受
付
け
て
お
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
く
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
上
板

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
１
５
５

　
場
所
：
上
板
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
上
板
町
西
分
字
橋
西
１

−

11
）

　
時
間
：
８
時
30
分
～
17
時
（
土
・

日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を

除
く
）
※
要
予
約

ひ
と
り
で
抱
え
こ

ま
ず
に
ま
ず
は
ご

相
談
く
だ
さ
い

＊
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
＊

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

　
あ
っ
と
い
う
間
に
12
月
、
今
年
も

あ
と
わ
ず
か
で
す
ね
。

　
年
末
に
増
え
る
の
が
還
付
金
詐
欺

な
ど
の
特
殊
詐
欺
被
害
で
す
。

　
役
所
や
医
療
機
関
な
ど
か
ら
払
い

戻
し
金
が
あ
り
ま
す
な
ど
と
、
ハ
ガ

キ
や
電
話
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
で

す
か
？

●
今
日
中
や
○
時
ま
で
に
手
続
き
し

な
い
と
受
け
取
れ
な
く
な
る
と

言
っ
て
焦
ら
せ
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
す

る�

↑ 

還
付
金
詐
欺

●
手
続
き
に
必
要
だ
か
ら
と
言
っ
て

個
人
情
報
を
聞
き
出
す

↑ 

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺

　
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。

「
お
金
が
も
ら
え
る
」
と
い
う
話
は

常
に
疑
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
不
審
な
電
話
や
ハ
ガ
キ
が
届
い
た

ら
す
ぐ
に
対
応
せ
ず
、
ま
ず
は
家
族

や
知
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口
で
も

消
費
者
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

相
談
内
容
等
は
秘
密
厳
守
で
す
の
で
、

ご
安
心
く
だ
さ
い
。

※
相
談
員
不
在
の
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
ご
予

約
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

●
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
☎
０
８
８（
６
９
４
）６
８
１
６

　
相
談
無
料 

　
受
付　
平
日
９
時
～
16
時
30
分

　
（
土
・
日
・
祝
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
上
板
町
役
場
東
隣

　
改
善
セ
ン
タ
ー
事
務
所
内

上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
末
で
す
。
還
付
金
詐
欺
に
気
を
つ
け
て
！

15　●　広報かみいた　第318号



● お問い合わせ ●　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８－６９４－６８１３

12月は不法投棄防止強化月間です12月は不法投棄防止強化月間です

暖房器具の取り扱いに注意しましょう！
　寒さの厳しくなる冬場は暖房器具など火気を取り扱う機会が増えます。また、年末の慌ただしさから火気
に対する注意力が低下することで、より一層火災の発生に注意が必要な時季となります。

住宅火災から身を守るための習慣をつけましょう！

種別 火災 救急

※上段＝月計、（　）＝累計

前年同月
出動件数（件）

0
（5）

104
（1,022）

令和６年10月
出動件数（件）

1
（2）

94
（1,071）

● お問い合わせ ●
板野西部消防署
　☎０８８－６７２－０１９８
ホームページ：
　https://www.itanoseibu-119.org

①寝たばこをしない、
　させない。

②ストーブの周りに
　燃えやすいものを
　置かない。

③コンロを使う時は
　火のそばから離れ
　ない。

④コンセントはホコリ
　を清掃し、不必要な
　プラグを抜く。× ×

　みなさんは町内の道路沿いや空き地に、空き缶やペットボトル、ビニール袋などが捨てられているのを見たことはあ
りませんか。また、人目に付かない山間部や河川に家具や家電製品などが捨てられているのを見たことはありませんか。
　このように、要らなくなったものを自分勝手にどこへでも捨ててしまうことを「ポイ捨て」「不法投棄」といいます。
　「ポイ捨て」「不法投棄」は法律や町の条例でも禁止されており、決して許されない行為です。
　ボランティアの方々がいくらきれいにごみを撤去しても、ごみが捨てられるという残念な状況も見られます。
　私たち一人ひとりのマナーと協力で「ポイ捨て」「不法投棄」をなくし、私たちの大切な生活環境を守りましょう。

ポイ捨て・不法投棄は犯罪です！

不法投棄を見つけたら情報を！
　まず、警察へ通報を・・・・
　また、不法投棄かなと思ったら、分かる範囲で結構ですので、
次のような点に注意してご連絡ください。
　①発見した日時及び場所
　②どのような人がいましたか
　③どのようなごみが捨てられていましたか
　④車に書いてある会社名や車輌のナンバーは分かりますか。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律で「何人も、みだりに廃棄
物を捨ててはならない。」と定められており、上板町環境美化の
推進に関する条例でも「何人も公共の場所等及び他人が占有する
場所にごみをみだりに捨ててはならない。」と定められています。
　法律に違反すると５年以下の懲役若しくは１千万以下の罰金、
またはその両方が科せられる場合があります。また、町の条例に
も罰則規定が定められており、「ポイ捨て」「不法投棄」は非常に
厳しい罰則の対象になります。

　令和５年度のごみ（一般廃棄物）処
理経費等についてお知らせします。
　令和５年度のごみ処理経費の総額は、
282,283千円となっており、一般会計
に占める割合は5.4％です。
　この経費の内、中央広域環境施設組
合への負担金が227,155千円となって
おり、この負担金を削減するためには、
ごみ減量化と資源物の再資源化を推進
していくことが重要です。町民の皆様
及び事業者の皆様の一層のご理解とご
協力をお願いします。

◇ごみ処理経費の推移
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ごみ処理に係った経費 265,298千円 209,907千円 211,352千円 302,562千円 282,283千円
一般会計に占める割合 5.8％ 3.3％ 3.8％ 5.8％ 5.4％
※数値は、一般廃棄物処理実態調査結果より。

◇ごみ処理経費内訳
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

組 合 負 担 金 214,266千円 166,638千円 170,086千円 180,840千円 227,155千円
人 件 費・ 処 理 費 32,202千円 30,883千円 32,108千円 32,329千円 37,392千円
委 託 費 3,683千円 4,254千円 3,336千円 4,207千円 2,335千円
そ の 他 15,147千円 8,132千円 5,822千円 85,186千円 15,401千円
※人件費は、ごみ処理に係る一般職の人件費と収集運搬に係る人件費。
※処理費は、収集運搬費に係る人件費以外の経費。
※委託費は、中間処理費（リサイクル）及び最終処分費等。
※その他は、指定ごみ袋製作費、ごみステーション整備費、リサイクルセンター
　管理費、車輌購入費等。

◇ごみ処理コスト
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1㎏当たりの処理経費 72円 58円 60円 85円 81円
1人当たりの処理経費 22,331円 17,903円 18,334円 26,538円 25,193円
※１㎏当たりの処理経費は、ごみ処理に係った経費÷（家庭系ごみ量+事業系ごみ量）
※家庭系ごみ量は、各ご家庭から排出された可燃ごみ・不燃ごみ・資源物・大型ごみの量。
※事業系ごみ量は、事業所から排出された可燃ごみの量。
　事業系可燃ごみは、ごみステーションには出せません。
※１人当たりの処理経費は、ごみ処理に係った経費÷当該年度の年度末住基人口

◇ごみ処理に係る収入
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

資源物売り渡し収入 2,559千円 899千円 2,187千円 2,089千円 5,375千円
諸 収 入 13,473千円 12,031千円 10,185千円 10,002千円 13,048千円
※資源物売渡し品目は、古紙類・ペットボトル・布類・缶類・鉄類等です。
※諸収入とは、指定ごみ袋販売代金及び大型ごみシール交付手数料です。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８−６９４−６８１３

ごみ処理経費等について

ごみ処理に係った経費の推移 （単位：千円）

265,298

209,907 211,352

302,562
282,283

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８－６９４－６８１３

12月は不法投棄防止強化月間です12月は不法投棄防止強化月間です

暖房器具の取り扱いに注意しましょう！
　寒さの厳しくなる冬場は暖房器具など火気を取り扱う機会が増えます。また、年末の慌ただしさから火気
に対する注意力が低下することで、より一層火災の発生に注意が必要な時季となります。

住宅火災から身を守るための習慣をつけましょう！

種別 火災 救急

※上段＝月計、（　）＝累計

前年同月
出動件数（件）

0
（5）

104
（1,022）

令和６年10月
出動件数（件）

1
（2）

94
（1,071）

● お問い合わせ ●
板野西部消防署
　☎０８８－６７２－０１９８
ホームページ：
　https://www.itanoseibu-119.org

①寝たばこをしない、
　させない。

②ストーブの周りに
　燃えやすいものを
　置かない。

③コンロを使う時は
　火のそばから離れ
　ない。

④コンセントはホコリ
　を清掃し、不必要な
　プラグを抜く。× ×

　みなさんは町内の道路沿いや空き地に、空き缶やペットボトル、ビニール袋などが捨てられているのを見たことはあ
りませんか。また、人目に付かない山間部や河川に家具や家電製品などが捨てられているのを見たことはありませんか。
　このように、要らなくなったものを自分勝手にどこへでも捨ててしまうことを「ポイ捨て」「不法投棄」といいます。
　「ポイ捨て」「不法投棄」は法律や町の条例でも禁止されており、決して許されない行為です。
　ボランティアの方々がいくらきれいにごみを撤去しても、ごみが捨てられるという残念な状況も見られます。
　私たち一人ひとりのマナーと協力で「ポイ捨て」「不法投棄」をなくし、私たちの大切な生活環境を守りましょう。

ポイ捨て・不法投棄は犯罪です！

不法投棄を見つけたら情報を！
　まず、警察へ通報を・・・・
　また、不法投棄かなと思ったら、分かる範囲で結構ですので、
次のような点に注意してご連絡ください。
　①発見した日時及び場所
　②どのような人がいましたか
　③どのようなごみが捨てられていましたか
　④車に書いてある会社名や車輌のナンバーは分かりますか。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律で「何人も、みだりに廃棄
物を捨ててはならない。」と定められており、上板町環境美化の
推進に関する条例でも「何人も公共の場所等及び他人が占有する
場所にごみをみだりに捨ててはならない。」と定められています。
　法律に違反すると５年以下の懲役若しくは１千万以下の罰金、
またはその両方が科せられる場合があります。また、町の条例に
も罰則規定が定められており、「ポイ捨て」「不法投棄」は非常に
厳しい罰則の対象になります。
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12月22日（日）に技の館で、親子で楽しめる小さなクリスマス会＆もちつき大会を開催します。
技の館小さなクリスマス会＆餅つき大会を開催します技の館小さなクリスマス会＆餅つき大会を開催します

クリスマスゲームに挑戦してプレゼントを集めて、
お菓子をもらおう！（参加費400円）

●クリスマスゲームでプレゼントをゲットしよう

12時～（おもちが無くなり次第、終了となります）
餅つき体験は無料。別途、ついたお餅は販売します。

●餅つき大会

●輪投げや射的など、クリスマス縁日も開催！
●クリスマス映画上映会

11時～15時
雨天決行（室内）

この日は、WAZA CAFFEもオープンしています。
うどんや石窯ピザもあります。
ご家族皆さまでお越しください。
イベントについてご不明点がありましたら、下記までご連絡ください。

■日時　令和６年12月８日（日）13時30分～16時00分
■場所　上板町農村環境改善センター

２０２４人権フェスティバル２０２４人権フェスティバル

技の館〈一般社団法人ジャパンブルー上板〉　☎０８８－６３７－６５５５
〒771－1310　徳島県板野郡上板町泉谷字原東32番地4

● お問い合わせ ●

　上板町では、12月４日から10日までの『人権週間』にあわせて、人権尊
重のまちづくりをめざし、次のとおり人権フェスティバルを開催します。ぜ
ひご来場ください。

　かつて上板町には自宅での結婚式を地区全体の祝い事として手伝い合う風
習がありましたが、昭和40年代から式場での結婚式が増え形体が変化してい
きました。今では消え去ろうとしているかつての風習を、当時地区の結婚式
を担っていた人たちへのアンケートなどを元に再現した料理やお菓子の粘土
細工などを展示します。ぜひお越しください。

上板町立歴史民俗資料館　企画展

「上板町の食文化　昭和20年代～昭和40年代
自宅での婚礼」開催

期間　令和６年12月１日（日）～26日（木）

● お問い合わせ ●
上板町立歴史民俗資料館　　☎０８８－６９４－５６８８

月曜休館日（月曜祝日の場合翌日休館）
入場料無料

■人権啓発作品展（町内幼稚園・小学校・中学校）
　※詳しくは上板町ホームページをご覧ください。
■内容　ステージプログラム
　　　　●人権学習発表（高志小学校）　　●人権意見発表（上板中学校）
　　　　●記念講演　「インターネットに関わる人権問題」
　　　　　　　　　　　～小中学校の児童生徒の指導を通じて～
　　　　　　　　　　　講師　上田　託也　さん

● お問い合わせ ●　上板町役場　住民人権課　☎０８８－６９４－６８０９

■日　時　12月21日（土）
　　　　　午後１時30分～
■定　員　15名（先着となりますので、
　　　　　お早めに電話でお申し込み下
　　　　　さい）
■参加費　無料
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

ウッドバーニングでクリスマスオーナメントを作ろう
ウッドバーニングとは、木を焦がして、絵や模様を描くことです。
木に図案を描いて、電熱ペンでなぞって焦がします。
サンタクロースにメッセージを書いて
もいいですね。
絵本の読み聞かせもあります。

■日　時
　12月25日（水）
　午後１時30分～
■申し込み締め切り
　12月20日（金）
　午後５時まで
■材料費
　2,500円
■場所・お問い合わせ
　馬道会館
　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

正月を迎えるガーデニングをしてみませんか？

■日　時　12月14日（土）　午後１時～
■参加者　年齢は問いません。どなたでもOK
■定　員　10名（小学３年生までは保護者同伴でお願いします。先着となります
　　　　　ので、お早めに電話でお申し込み下さい）
■参加費　500円
■用意するもの　筆記用具・エプロン・マスク・三角巾・お持ち帰り用の箱（24×33センチ位）
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

クリスマス企画　お菓子の家を作ろう
～夢いっぱいの家を作ろう～

何かと人が集まる事が多い年末年始を冬のお花でお迎えしましょう

固焼きパンの屋根、スポンジやクッキーの壁、
キャンディの窓にチョコレートのドア。
あまくておいしいお菓子の家を作りませんか。
クリスマスの読み聞かせもあります。
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■日　時　12月21日（土）
　　　　　午後１時30分～
■定　員　15名（先着となりますので、
　　　　　お早めに電話でお申し込み下
　　　　　さい）
■参加費　無料
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

ウッドバーニングでクリスマスオーナメントを作ろう
ウッドバーニングとは、木を焦がして、絵や模様を描くことです。
木に図案を描いて、電熱ペンでなぞって焦がします。
サンタクロースにメッセージを書いて
もいいですね。
絵本の読み聞かせもあります。

■日　時
　12月25日（水）
　午後１時30分～
■申し込み締め切り
　12月20日（金）
　午後５時まで
■材料費
　2,500円
■場所・お問い合わせ
　馬道会館
　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

正月を迎えるガーデニングをしてみませんか？

■日　時　12月14日（土）　午後１時～
■参加者　年齢は問いません。どなたでもOK
■定　員　10名（小学３年生までは保護者同伴でお願いします。先着となります
　　　　　ので、お早めに電話でお申し込み下さい）
■参加費　500円
■用意するもの　筆記用具・エプロン・マスク・三角巾・お持ち帰り用の箱（24×33センチ位）
■場所・お問い合わせ　馬道会館　☎０８８－６９４－４８６８　上板町西分字原渕18番地２

クリスマス企画　お菓子の家を作ろう
～夢いっぱいの家を作ろう～

何かと人が集まる事が多い年末年始を冬のお花でお迎えしましょう

固焼きパンの屋根、スポンジやクッキーの壁、
キャンディの窓にチョコレートのドア。
あまくておいしいお菓子の家を作りませんか。
クリスマスの読み聞かせもあります。
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●お問い合わせ●
上板町役場　住民人権課
☎０８８－６９４－６８０９

お誕生おめでとう
（令和６年10月）

安　原　佑　次 麗　香
依　來 女の子（七條）　えな

中　川　瑠　海 紗　那
吏　惺 男の子（引野）　りせ

〒771‒1392　上板町七條字経塚42番地　上板町役場　総務課　☎０８８－６９４－６８０１● お問い合わせ ●

町民の皆様からのご意見を募集します。
ご意見及び必要事項（下記参照）をご記入の上、上板町役場、南老人集会所、文化センター、馬道会館、
技の館、老人福祉センターに設置しておりますご意見箱に、令和６年12月27日（金）までにご投函
ください。また、インターネット・郵送・ＦＡＸでも受け付けています。
なお、今後の町政に参考とさせていただくため、個別に回答は行いません。

切り取り線

切り取り線

氏名（任意）

住所（任意）

ご 意 見

電話番号（任意）

インターネットでの
ご意見はこちらご意見（アイデア・提案）募集のお知らせ

令和７年　二十歳を祝う会のご案内

『ふるさとおいしいもの献立コンテスト』
を実施しました！

　上板町学校食育推進委員会では町内の小中学
生を対象に上板町産の食材として給食でも活用
している「米」や「しいたけ・干ししいたけ」、「チ
ンゲンサイ」を使った献立及び鉄分・カルシウ
ムたっぷり献立を募集しました。
　たくさんの方にご応募いただき、応募された
中でも身近な野菜などの地場産物を使った献立
や味付け、野菜の取り入れ方に工夫を凝らされ
たものなど、実際に給食で取り入れたい献立を
応募してくれた１１名が優秀賞に選ばれました！
　優秀賞に選ばれた献立の中で、実際に調理可能な献立については、給食に取り入れていく予定です。

● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

学校給食
センター

● お問い合わせ ●
上板町教育委員会　☎０８８－６９４－６８１４

1　日　時　令和７年１月２日（木）　受付９時30分～　式典10時～
　　　　　　式典終了後に、出席者全員で記念写真撮影を行います。
2　会　場　上板町役場中央公民館２階　大会議室
3　対象者　平成16（2004）年４月２日～平成17（2005）年４年１日生まれの方
4　その他　QA等その他案内は、次のWebページをご確認
　　　　　　ください。

https://
20-s.kamiita.ed.jp

優　秀　賞
上板中学校　１年　新　宮　葉　月

上板中学校　１年　谷　口　魁　王

上板中学校　１年　山　上　結　菜

神宅小学校　３年　松　本　幹　大

神宅小学校　５年　松　本　歩結里

神宅小学校　５年　宮　川　翔　伍

東光小学校　６年　森　田　怜　来

松島小学校　６年　福　永　成　己

高志小学校　４年　眞　鍋　　　花

高志小学校　４年　岡　本　湊　翔

高志小学校　５年　新　開　雪　丸
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